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無料相談

とき（２月） ところ

アスト津４階
会議室４

２日㈫13時30分～
15時30分

８日㈪13時30分～
15時30分

久居総合福祉会館北館２階
会議室

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

15日㈪13時30分～
15時30分

とき（２月） ところ

白山市民会館１階
教養娯楽室

４日㈭13時30分
～15時

市美杉庁舎１階
相談室（美杉人権センター内）

河芸ほほえみセンター２階
福祉団体活動支援室

10日㈬９時30分
～11時30分

８日㈪９時30分
～11時30分

４日㈭９時30分
～11時30分

久居総合福祉会館南館２階
談話室１

津センターパレス３階
津市社会福祉協議会相談室

18日㈭13時～16
時（受け付けは
15時まで）

放送大学４月入学生
　放送大学
はテレビ、
イ ン タ ー
ネットを利
用して学べ
る通信制の大学です。働きながら
幅広い分野について学べ、15歳
以上の人なら、誰でも試験なしで
入学できます。　※卒業を目指す
場合は、18歳以上で大学入学資
格が必要
　１次募集は２月28日(日)まで、
２次募集は３月１日(月)～16日
(火)に同大学本部へ　※詳しく
は、同大学三重学習センター(　
233－1170)へお問い合わせくだ
さい。

子育てママの「ホッと」ひろば
　子育て中の母親がゆっくりとお
茶を飲みながら日頃思っているこ
とをなんでも話せる集まりです。
臨床心理士がサポートします。
　２月11日(木・祝)10時～12時
　高田短期大学(一身田豊野)　　
津市に在住の子育て中の母親(１
人目の子どもが未就学児であるこ
と)　　　７人　　500円　※託児
無料
　１月25日(月)から同短期大学総
務課(　232－2310)へ　※土・日
曜日、祝日を除く

宅地建物取引業
不動産開業セミナー
　２月16日(火)13時30分～16時
　三重県不動産会館３階大会議室
(上浜町一丁目)　　開業資金の融
資制度について、不動産業開業の
体験談など　　20人　
　前日までに直接窓口または郵送、
電話、ファクス、Ｅメールで三重
県宅地建物取引業協会(〒514－
0008 上浜町一丁目6－1、　227－
5018、　227－5019、　info@
mie-takken.or.jp)へ　※申込書
は同協会ホームページからダウン
ロード可

津市シルバー人材センター
入会説明会
　①２月10日 ②２月17日いずれ
も水曜日13時～15時　　①同セ
ンター作業室(三重町津興) ②久居
総合福祉会館　　市内に在住の60
歳以上で臨時・短期・簡易な仕事
を探している人
　同センター(　224－4123)へ

2021税制相談会
　２月６日(土)13時～17時　　サ
ン・ワーク津　　税理士が税金や確
定申告についての相談を受け付け
　２月４日(木)までに暮らしほっ
とステーション津(　224－6511)
へ　※予約優先、当日受け付けも
可(16時30分まで)

犯罪被害者相談
　毎週月～金曜日10時～16時(祝･
休日、年末年始を除く)　　みえ犯
罪被害者総合支援センター(栄町
一丁目)　　犯罪の被害に遭った
人や家族の相談　※電話相談や法
律相談(予約制)などもあります。
　同センター(　221－7830)

行政書士による専門相談
　毎月第１金曜日13時～16時(祝・
休日、年末年始を除く)　※12時
から整理券(　　９人)を配布　　
津センターパレス３階　　遺言
書、遺産分割協議書などの作成に
係る相談
　津市社会福祉協議会津支部(　
213－7111)

登記相談(要予約)
　毎月第２･４火曜日13時～16時
　三重県土地家屋調査士会館(河
辺町)　　不動産(土地･建物)の調
査、測量、表示登記、境界の相談
　同調査士会(　227－3616)へ

法的な困りごとは法テラスへ
　毎週月～金曜日９時～21時、

土曜日９時～17時(祝･休日、年
末年始を除く)　　法的トラブル
の解決に役立つ法制度や相談窓口
の情報提供
　法テラスサポートダイヤル(法
的トラブル)…　0570－078374、
法テラス犯罪被害者支援ダイヤル
…　0570－079714

２月の行政相談
　行政相談委員(市政相談員)が国
や市などの行政に関する意見等を
受け付けます。   

　三重行政監視行政相談センター
(　227－6661)

人権擁護委員による人権相談
(無料・秘密厳守)
　いじめ、虐待、プライバシー侵
害、近隣関係など
■特設人権相談所

　津人権擁護委員協議会津地区委
員会(　228－4193)
■常設人権相談所
　毎週月～金曜日８時30分～17
時15分(祝・休日、年末年始を除く)
　津地方法務局人権擁護課(丸之
内)　※電話相談　0570－003－
110、　0120－007－110(子ども相
談)、　0570－070－810(女性相談)
　同課(　228－4193)


